
 
項 改正前 

改正後 
土木 農林 

Ｐ6 

1-1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木工事共通仕様書 

施工体制台帳 

１．請負者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代

金額（当該 下請負契約が２以上ある場合は、それらの請負代金の

総額）が 3,000万円以上になる場合、建設業法第24条の７、及び公

共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条の規定に

よる記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、

監督員に提出しなければならない。  

２．請負者は、第１項に示す法律の定めに従って、各下請負者の施

工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい

場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなけ

ればならない。 

３．第１項の請負者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）

及び元請負者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場

内において、所属会社名の入った名札等を着用させなければならな

い。 

４．第１項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じ

た場合は、その都度すみやかに監督員に提出しなければならない。 

５．下請負契約の請負代金額3,000万円未満の場合においても当該工

事の一部を他の建設業者に請負わせて施工させる場合においては、

静岡県発注建設工事の係る建設生産システム合理化指導要綱の取扱

いについて（平成８年４月１日 管第21号）に基づき施工体制台帳

及び施工体系図を整備するものとする 

 

 

 

土木工事共通仕様書 

 施工体制台帳 

１．受注者は、建設業法第24条の７、及び公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律第15条の規定による施工体

制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に提出し

なければならない。  

 

 

２．受注者は、第１項に示す法律の定めに従って、各下請負者

の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係

者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに

監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）及

び元請負者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現

場内において、所属会社名の入った名札等を着用させなければ

ならない。 

４．受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場

合は、その都度すみやかに監督員に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

  

 

 

「土木工事共通仕様書・農林土木工事共通仕様書」の改正箇所比較表 



 
項 改正前 

改正後 
土木 農林 

Ｐ6 

1-1-11

 

農林土木工事共通仕様書 

施工体制台帳 

１．受注者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代

金額（当該下請負契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総

額）が 3,000万円以上になる場合、建設業法第24条の７、及び公共

工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条の規定によ

る記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監

督員に提出しなければならない。  

２．第１項の受注者は、第１項に示す法律の定めに従って、各下請

負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者

が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に

提出しなければならない。 

 

３．第１項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じ

た場合は、そのつどすみやかに監督員に提出しなければならない。 

 

 

４．第１項の受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）

及び元受注者の専門技術者（選任している場合のみ）に、工事現場

内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札等を

着用させなければならない。 

５．下請負契約の請負代金額3,000万円未満の場合においても、施工

体制台帳及び施工体系図を工事現場に備えるとともに、監督員に提

出するものとする。 

農林土木工事共通仕様書 

 施工体制台帳 

１．受注者は、建設業法第24条の７、及び公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律第15条の規定による施工体

制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に提出し

なければならない。  

 

 

２．受注者は、第１項に示す法律の定めに従って、各下請負者

の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係

者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに

監督員に提出しなければならない。 

３．受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）及

び元請負者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現

場内において、所属会社名の入った名札等を着用させなければ

ならない。 

４．受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場

合は、その都度すみやかに監督員に提出しなければならない。 

 

 

「土木工事共通仕様書・農林土木工事共通仕様書」の改正箇所比較表 



 
項 改正前 

改正後 
土木 農林 

P749 P565 施工体制台帳 ＮＯ．８－１ 

 

施工体制台帳 ＮＯ．８－１ 

 

「土木工事共通仕様書・農林土木工事共通仕様書」の改正箇所比較表 



 
項 改正前 

改正後 
土木 農林 

P750 P566 

 

施工体制台帳 ＮＯ．８－２ 施工体制台帳 ＮＯ．８－２ 

 

 

「土木工事共通仕様書・農林土木工事共通仕様書」の改正箇所比較表 



 
項 改正前 

改正後 
土木 農林 

P751 P567 

 

再下請通知 ＮＯ．９－１ 再下請通知 ＮＯ．９－１ 

 

「土木工事共通仕様書・農林土木工事共通仕様書」の改正箇所比較表 



 
 

項 
改正前 改正後 

土木 農林 

P751(2) P567(2)  再下請通知 ＮＯ．９－２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再下請通知 ＮＯ．９－２  

 

「土木工事共通仕様書・農林土木工事共通仕様書」の改正箇所比較表 


